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(57)【要約】
【課題】自溶合金粉末を含むスラリー状組成物の塗膜から自溶合金被覆層を形成する方法
で、焼結工程を大気中で実施しているにも関わらず、強固で基材表面に対する密着性に優
れた自溶合金被覆層を形成することができる方法を提供すること。
【解決手段】自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するスラリー状組成物を基材の表面
に塗布する塗布工程と、前記基材の表面に形成された塗膜を乾燥する乾燥工程と、大気中
において、乾燥塗膜を所定の焼結温度に昇温させ、当該焼結温度で前記自溶合金粉末を焼
結させることにより、前記基材の表面に焼結体からなる自溶合金被覆層を形成する焼結工
程とを含み、前記焼結工程の昇温段階において、前記乾燥塗膜の温度が５００℃に到達し
てから６０分以内に前記焼結温度に至るように当該乾燥塗膜を昇温させる。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するスラリー状組成物を基材の表面に塗布する
塗布工程と、
　前記基材の表面に形成された塗膜を乾燥する乾燥工程と、
　大気中において、乾燥塗膜を所定の焼結温度に昇温させ、当該焼結温度で前記自溶合金
粉末を焼結させることにより、前記基材の表面に焼結体からなる自溶合金被覆層を形成す
る焼結工程とを含み、
　前記焼結工程の昇温段階において、前記乾燥塗膜の温度が５００℃に到達してから６０
分以内に前記焼結温度に至るように当該乾燥塗膜を昇温させることを特徴とする自溶合金
被覆層の形成方法。
【請求項２】
　前記焼結工程において、乾燥塗膜が表面に形成されている前記基材を、前記焼結温度に
温度制御された加熱炉内に投入することにより、前記乾燥塗膜を前記焼結温度に昇温させ
ることを特徴とする請求項１に記載の自溶合金被覆層の形成方法。
【請求項３】
　前記焼結工程において、前記基材の表面に形成された乾燥塗膜を高周波誘導加熱手段で
加熱することにより、前記乾燥塗膜を所定の焼結温度に昇温させることを特徴とする請求
項１に記載の自溶合金被覆層の形成方法。
【請求項４】
　前記スラリー状組成物が、自溶合金粉末６０～９５質量％と、結着樹脂０．１～１．０
質量％と、可塑剤０．２～５．６質量％と、溶剤２～４０質量％とを含有することを特徴
とする請求項１乃至請求項３の何れかに記載の自溶合金被覆層の形成方法。
【請求項５】
　前記結着樹脂がＰＶＡまたはＰＶＢであり、前記可塑剤がＤＢＰであり、前記溶剤の８
０質量％以上がエタノールであることを特徴とする請求項４に記載の自溶合金被覆層の形
成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼材などの基材の表面に自溶合金被覆層を形成する方法に関し、更に詳しく
は、自溶合金の溶射工程を実施することなく、自溶合金粉末を含有するスラリー状組成物
を基材表面に塗布する工程を含む自溶合金被覆層の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　苛酷な環境で使用される鋼材の表面を自溶合金で被覆して良好な耐熱性、耐腐食性およ
び耐摩耗性を付与することが一般的に行われている。
【０００３】
　鋼材などの基材の表面に自溶合金被覆層を形成する方法として、当該基材の表面に自溶
合金粉末を溶射し、この溶射皮膜を加熱して再溶融して自溶合金粉末を焼結させる方法、
自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するスラリー状組成物を基材表面に塗布し、塗膜
を乾燥して溶剤を除去し、溶剤が除去された乾燥塗膜を結着樹脂の熱分解温度以上に加熱
（以下「１次加熱」という）して当該結着樹脂を除去した後、自溶合金の融点以上に加熱
（以下「２次加熱」という）して、自溶合金粉末を焼結させる方法が知られている。
　後者の方法は、煩雑で長い作業時間を要する溶射工程を行わないこと、溶射では対応で
きない複雑な形状の基材の表面にも適応できる（自溶合金被覆層を形成できる）こと、溶
射により生じる熱歪みが回避できることなどから有利な方法である。
【０００４】
　下記の特許文献１には、基材の表面（シリンダの内面）に、自溶合金とセラミックスと
が焼結してなる均一な複合層を形成する方法として、当該基材の表面に、セラミックス粉
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末と結着樹脂と溶剤とを含有するスラリー状の組成物（セラミックススラリー）を塗布し
、この塗膜を乾燥して溶剤を揮発除去し、この乾燥塗膜（セラミックス層）の表面に、自
溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するスラリー状組成物（自溶合金スラリー）を塗布
し、この塗膜を乾燥して溶剤を揮発除去することにより乾燥塗膜（自溶合金層）を形成し
、その後、大気中において加熱（１次加熱）することにより、セラミックス層と自溶合金
層との積層体から結着樹脂を燃焼除去し、次いで、結着樹脂が除去されたセラミックス層
と自溶合金層との積層体を、真空中または無酸化雰囲気中で加熱（２次加熱）する方法が
記載されている。
【０００５】
　ここに、大気中における１次加熱（結着樹脂を熱分解除去するための加熱）の加熱温度
は、結着樹脂の熱分解温度以上であって粉末の融点よりも低く、同文献の実施例における
加熱条件は４００℃×６０分間とされる。
　大気中における１次加熱を実施しない（あるいは加熱時間を十分に確保できない）と、
結着樹脂が残留した状態で、真空中または無酸化雰囲気中における２次加熱（焼結工程）
が実施されることになり、この結果、最終的に形成される自溶合金被覆層の気孔率が高く
なり、緻密性が損なわれる。
【０００６】
　他方、真空中または無酸化雰囲気中における２次加熱（粉末を焼結させるための加熱）
の加熱温度は、粉末の融点以上であり、同文献の実施例における加熱条件は１１００℃×
６０分間とされる。
　粉末を焼結させるための２次加熱は、焼結を阻害する粉末表面の酸化、乾燥皮膜（自溶
合金粉末）と基材との相互拡散を阻害する界面の酸化を防止する観点から、真空中または
無酸化雰囲気中において実施される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特公平２－２１３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含むスラリー状組成物の塗膜から自溶合金被覆層を
形成する従来の方法においては、乾燥塗膜から結着樹脂を熱分解除去するための１次加熱
と、自溶合金粉末を焼結させるための２次加熱との２段階の加熱操作が必要となり、効率
的ではない。特に、１次加熱と２次加熱を異なる雰囲気下で行うことは煩雑である。
【０００９】
　また、自溶合金粉末を焼結させるための２次加熱を行う際の「真空または無酸化雰囲気
」を形成するための設備（真空加熱炉、炉内雰囲気の制御装置など）は高価であり、更に
、そのような雰囲気を形成・維持するためのコストも多大なものである。
　また、「真空または無酸化雰囲気」にある加熱炉内の温度を、目的とする焼結温度まで
昇温させるのには長時間（例えば５時間以上）を要する。
【００１０】
　本発明は以上のような事情に基いてなされたものである。
　本発明の第１の目的は、自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含むスラリー状組成物の塗
膜から自溶合金被覆層を形成する方法において、自溶合金粉末の焼結を大気中で実施して
いるにも関わらず、基材表面に対する密着性に優れた強固な焼結体からなる自溶合金被覆
層を形成することができる方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の第２の目的は、自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含むスラリー状組成物の塗
膜から自溶合金被覆層を形成する方法において、従来の形成方法で行われていた１次加熱
を行わなくても、乾燥塗膜中の結着樹脂を十分に熱分解除去することができ、気孔の少な



(4) JP 2015-157971 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

い緻密な焼結体からなる自溶合金被覆層を基材表面に形成することができる方法を提供す
ることにある。
【００１２】
　本発明の第３の目的は、従来の方法で使用されていたものよりも簡単な設備によって、
緻密で強固な焼結体からなる自溶合金被覆層を基材表面に効率的に形成することができる
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために本発明者が鋭意検討を重ねた結果、自溶合金粉末の焼結を
大気中で行っても、この焼結工程の昇温段階における乾燥塗膜の昇温速度を高めて、焼結
温度に至るまでの昇温時間を一定時間以内とすることにより、基材表面に対する密着性に
優れた強固な焼結体からなる自溶合金被覆層を形成できること、更に、焼結工程を大気中
で行うことにより、従来の形成方法で行われていた１次加熱を行わなくとも、塗膜中の結
着樹脂を確実に熱分解除去することができることを見出し、かかる知見に基いて本発明を
完成するに至った。
【００１４】
（１）すなわち、本発明の自溶合金被覆層の形成方法は、自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤
とを含有するスラリー状組成物を基材の表面に塗布する塗布工程と、
　前記基材の表面に形成された塗膜を乾燥する乾燥工程と、
　大気中において、乾燥塗膜を所定の焼結温度に昇温させ、当該焼結温度で前記自溶合金
粉末を焼結させることにより、前記基材の表面に焼結体からなる自溶合金被覆層を形成す
る焼結工程とを含み、
　前記焼結工程の昇温段階において、前記乾燥塗膜の温度が５００℃に到達してから６０
分以内に前記焼結温度に至るように当該乾燥塗膜を昇温させることを特徴とする。
【００１５】
　乾燥塗膜の温度が５００℃に到達してから６０分以内に所定の焼結温度に至るよう当該
乾燥塗膜を昇温させることにより、乾燥塗膜の温度が所定の焼結温度に達した時点におい
て、乾燥塗膜を構成する自溶合金粉末の表面に酸化膜が形成されたとしても、当該酸化膜
が焼結を阻害する程度に成長してはいないので、自溶合金粉末の焼結が確実に行われ、強
固な焼結体からなる被覆層を形成することができる。
【００１６】
　また、乾燥塗膜の温度が所定の焼結温度に達した時点において、乾燥塗膜と基材表面と
の界面に酸化膜が形成されたとしても、当該酸化膜が、乾燥塗膜（自溶合金粉末）と基材
との相互拡散を阻害する程度に成長してはいないので、乾燥塗膜と基材との相互拡散（冶
金的結合）が確実に行われ、基材表面に対する密着性に優れた被覆層を形成することがで
きる。
【００１７】
　また、焼結工程が大気中で行われることにより、この焼結工程の昇温段階において、乾
燥塗膜中の結着樹脂を十分に熱分解除去することができ、これにより、気孔の少ない緻密
な焼結体からなる被覆層を形成することができる。
【００１８】
（２）本発明の自溶合金被覆層の形成方法の焼結工程において、乾燥塗膜が表面に形成さ
れている前記基材を、前記焼結温度に温度制御された加熱炉内に投入することにより、前
記乾燥塗膜を前記焼結温度に昇温させることが好ましい。
【００１９】
（３）また、本発明の自溶合金被覆層の形成方法の焼結工程において、前記基材の表面に
形成された乾燥塗膜を高周波誘導加熱手段で加熱することにより、前記乾燥塗膜を所定の
焼結温度に昇温させることが好ましい。
【００２０】
（４）本発明の自溶合金被覆層の形成方法において使用する前記スラリー状組成物が、自
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溶合金粉末６０～９５質量％と、結着樹脂０．１～１．０質量％と、可塑剤０．２～５．
６質量％と、溶剤２～４０質量％とを含有することが好ましい。
【００２１】
（５）また、前記結着樹脂がＰＶＡまたはＰＶＢであり、前記可塑剤がＤＢＰであり、前
記溶剤の８０質量％以上がエタノールであることが好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の自溶合金被覆層の形成方法によれば、自溶合金粉末の焼結を大気中で実施して
いるにも関わらず、基材表面に対する密着性に優れた強固な焼結体からなる自溶合金被覆
層を確実に形成することができる。
　また、従来の形成方法で行われていた１次加熱を行わなくても、乾燥塗膜中の結着樹脂
を十分に熱分解除去することができ、気孔の少ない緻密な焼結体からなる自溶合金被覆層
を効率的に形成することができる。
　また、焼結工程を大気中で行うことにより、真空または無酸化雰囲気を形成するための
高価な設備（真空加熱炉、炉内雰囲気の制御装置など）を必要とせず、また、結着樹脂を
熱分解除去するために従来の形成方法で行われていた１次加熱を行う必要もない。従って
、簡単（安価）な設備によって、緻密で強固な焼結体からなる自溶合金被覆層を短時間で
効率的に形成することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の自溶合金被覆層の形成方法について詳細に説明する。
　本発明の形成方法は、自溶合金粉末を含むスラリー状組成物の塗布工程と、塗膜の乾燥
工程と、乾燥塗膜（自溶合金粉末）の焼結工程とを含む。
【００２４】
　本発明の形成方法における塗布工程は、自溶合金粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するス
ラリー状組成物を基材の表面に塗布する工程である。
　本発明において使用される基材（自溶合金被覆層が形成される被処理物）は、通常、鋼
材などの金属からなる。なお、鋼材上に形成された既存の被覆層、例えば、自溶合金以外
の被覆層、溶射工程を経て形成された自溶合金被覆層などの表面に塗布すること（本発明
による自溶合金被覆層を積層形成すること）も可能である。
　基材の形状としては、特に限定されるものではなく、複雑な形状であっても適応するこ
とができる。
【００２５】
　塗布工程において基材表面に塗布されるスラリー状組成物は、自溶合金粉末と結着樹脂
と溶剤とを含有する。
【００２６】
　スラリー状組成物を構成する自溶合金粉末としては、ＪＩＳ　Ｈ　８２６０（溶射用粉
末材料）に規定されているものを挙げることができる。
　自溶合金の焼結温度としては１０００～１１００℃であることが好ましく、更に好まし
くは１０１０～１０５０℃とされる。
　自溶合金粉末の粒径としては１５０μｍ以下であることが好ましく、更に好ましくは１
０～４５μｍとされる。
【００２７】
　スラリー状組成物における自溶合金粉末の含有割合としては、６０～９５質量％である
ことが好ましく、更に好ましくは６２．５～９１．５質量％とされる。
　自溶合金粉末の含有割合が過小である場合には、気孔率の低い緻密な焼結体（自溶合金
被覆層）を形成することが困難となる。
　他方、自溶合金粉末の含有割合が過大である場合には、得られるスラリー状組成物が塗
膜形成性に劣るものとなる。
【００２８】
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　スラリー状組成物を構成する結着樹脂としては、自溶合金粉末を結着保持することがで
き、基材に対する接着性が良好で、使用する溶剤に可溶である樹脂から選択することがで
きる。
　結着樹脂の熱分解温度は６００℃以下であることが好ましく、更に好ましくは１５０～
４００℃とされる。
　好適な結着樹脂としては、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）およびＰＶＢ（ポリビニル
ブチラール）などを挙げることができる。
【００２９】
　スラリー状組成物における結着樹脂の含有割合としては、０．１～１．０質量％である
ことが好ましく、更に好ましくは０．１～０．６質量％とされる。
　結着樹脂の含有割合が過小である場合には、自溶合金粉末を十分に結着させることがで
きず、得られるスラリー状組成物は塗膜形成性に劣るものとなる。
　他方、結着樹脂の含有割合が過大である場合には、気孔率が高くなり、緻密な焼結体（
自溶合金被覆層）を形成することが困難となる。
【００３０】
　スラリー状組成物を構成する溶剤としては、結着樹脂を溶解することができ、後述する
乾燥工程において完全に除去できる揮発性を有していることが必要である。
　また、毒性の低い溶剤を使用することが好ましく、かかる観点からエタノールを主成分
とするものであることが好ましい。
　ここに、溶剤全体におけるエタノールの割合としては８０質量％以上であることが好ま
しく、更に好ましくは８６．３～８６．５質量％とされる。
　好適な溶剤としては、日本アルコール販売（株）より「エキネン　Ｆ－３」の商品名で
市販されている混合溶剤（エタノール８６．４質量％、イソプロピルアルコール５．６質
量％、メチルエチルケトン１．７質量％、八アセチル化しょ糖０．１質量％および水７．
０質量％以下）を挙げることができる。
【００３１】
　スラリー状組成物における溶剤の含有割合としては、２～４０質量％であることが好ま
しく、更に好ましくは７～３７質量％とされる。
　溶剤の含有割合が過小である場合には、スラリーの流動性が低くなるため平滑なスラリ
ー被覆層の形成が困難となり、また、スラリー被覆時に空気を巻き込み易くなり、気孔率
が増大し易くなる。従って、均一で緻密な自溶合金被覆層を得ることが困難となる。
　他方、溶剤の含有割合が過大である場合には、スラリーの流動性が高くなり過ぎるため
、充分な膜厚を得ることが困難となる。また、スラリー中の自溶合金粉末が分離し易すく
なり、得られる被覆層にむらができ易い。
【００３２】
　スラリー状組成物には、可塑剤が含有されていることが好ましい。
　可塑剤を含有させることにより、結着樹脂の可塑性（柔軟性）が向上し、結着樹脂中に
おける自溶合金粉末の分散性（均一混合性）が向上して、形成される自溶合金被覆層にお
ける気孔率を低くすることができる。
　可塑剤としては特に限定されるものではないが、結着樹脂としてＰＶＡおよびＰＶＢを
使用する場合において、ＤＢＰ（フタル酸ジブチル）を使用することが好ましい。
【００３３】
　スラリー状組成物における可塑剤の含有割合としては、０．２～５．６質量％であるこ
とが好ましく、更に好ましくは０．２～２．０質量％とされる。
　可塑剤の含有割合が過小である場合には、可塑剤の添加効果を十分に発揮することがで
きない。
　他方、可塑剤の含有割合が過大である場合には、スラリーの接着性低下、焼結性低下、
及び焼結後の皮膜の気孔率の増大が生じる。
【００３４】
　スラリー状組成物の調製方法としては、例えば、結着樹脂と可塑剤と溶剤とを混合して
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有機バインダ成分を調製し、得られた有機バインダ成分と自溶合金粉末とを混合する方法
を挙げることができる。
　ここに、有機バインダ成分の粘度（２５℃）としては、通常２０～３４ｍＰａ・ｓとさ
れ、好ましくは２４～２８ｍＰａ・ｓとされる。
【００３５】
　自溶合金粉末を含有するスラリー状組成物を基材表面に塗布する方法としては、スプレ
ー法、浸漬法、刷毛やローラなどの塗布手段を使用する方法など特に限定されるものでは
ない。
【００３６】
　本発明の形成方法における乾燥工程は、基材表面に形成された塗膜を乾燥して、塗膜中
の溶剤を除去する工程である。
　ここに、乾燥温度としては１００℃以下とされ、好ましくは１０～７０℃とされる。
　乾燥処理としては、塗膜が形成された基材を大気中に放置するだけでよいが、圧縮空気
や熱風を塗膜に吹き付けてもよい。
　乾燥時間としては、スラリー状組成物中の溶剤の含有割合や乾燥条件などにより異なる
が、通常１～２０時間とされる。
　溶剤が除去された乾燥塗膜の膜厚としては、通常１００～２０００μｍとされ、好まし
くは５００～１５００μｍとされる。
【００３７】
　本発明の形成方法における焼結工程は、大気中において、溶剤が除去された乾燥塗膜を
所定の焼結温度に昇温させ、当該焼結温度で前記自溶合金粉末を焼結させることにより、
基材の表面に焼結体からなる自溶合金被覆層を形成する工程である。
　この焼結工程は、乾燥塗膜を加熱して所定の焼結温度まで昇温させる「昇温段階」と、
この焼結温度を保持して自溶合金粉末を焼結させる「温度保持段階」とからなる。
【００３８】
　焼結工程（昇温段階・温度保持段階）が大気中で行われることにより、この焼結工程の
昇温段階において、乾燥塗膜中に含まれる結着樹脂を確実に熱分解除去することができ、
従来の形成方法で行われていた１次加熱を行わなくとも、気孔の少ない緻密な焼結体から
なる自溶合金被覆層を形成することができる。
【００３９】
　焼結工程の昇温段階において乾燥塗膜に到達させ、被覆層の形成段階において乾燥塗膜
に維持させる「所定の焼結温度」は、通常１０００～１１００℃とされ、好ましくは１０
１０～１０５０℃とされる。
　なお、昇温段階における乾燥塗膜の温度は、通常、０～１００℃（加熱を伴う乾燥工程
に続いて焼結工程を実施する場合）とされる。
【００４０】
　焼結工程の昇温段階において、乾燥塗膜の温度が５００℃に到達してから、所定の焼結
温度に至るまでの時間は６０分以内であり、好ましくは３０分以内である。
　乾燥塗膜の温度をこのような短時間で上昇させることは、真空加熱炉または無酸化雰囲
気加熱炉を使用する場合には困難である。
【００４１】
　乾燥塗膜の温度を急速に上昇させる具体的方法としては、乾燥塗膜が表面に形成された
基材を、所定の焼結温度（１０００～１１００℃）に温度制御された加熱炉内に投入する
方法を挙げることができる。
　なお、従来の形成方法のように、焼結工程を真空中または無酸化雰囲気中において行う
場合（真空加熱炉または無酸化雰囲気加熱炉を使用する場合）には、このような昇温方法
を採用することは不可能である。
【００４２】
　乾燥塗膜の温度を５００℃から６０分以内に所定の焼結温度まで昇温させることにより
、当該焼結温度に到達した乾燥塗膜を構成する自溶合金粉末の表面には、焼結を阻害する
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程度に厚い酸化膜が形成されることはない。すなわち、焼結を阻害する程度に酸化膜が成
長しないうちに焼結温度に到達することができるので、温度保持段階において、自溶合金
粉末の焼結が確実に行われ、強固な焼結体からなる自溶合金被覆層を形成することができ
る。
【００４３】
　また、乾燥塗膜の温度を５００℃から６０分以内に所定の焼結温度まで昇温させること
により、当該焼結温度に到達した乾燥塗膜と基材表面との界面には、乾燥塗膜（自溶合金
粉末）と基材との相互拡散を阻害する程度に厚い酸化膜が形成されることはない。すなわ
ち、相互拡散を阻害する程度に酸化膜が成長しないうちに焼結温度に到達することができ
るので、温度保持段階において、乾燥塗膜と基材との相互拡散（冶金的結合）が確実に行
われ、この結果、基材表面に対する密着性に優れた被覆層を形成することができる。
【００４４】
　所定の焼結温度までの昇温時間が６０分を超える場合には、自溶合金粉末の表面に厚い
酸化膜が形成され、この酸化膜により焼結が阻害される。
　また、乾燥塗膜と基材表面との界面に厚い酸化膜が形成され、この酸化膜によって乾燥
塗膜と基材との相互拡散が阻害されて、基材表面に対する被覆層の密着性を確保すること
ができない。
【００４５】
　なお、乾燥塗膜の温度が５００℃未満の状態では、自溶合金粉末の表面、乾燥塗膜と基
材表面との界面における酸化は殆ど生じない。
　従って、５００℃から所定の焼結温度に至るまでの時間を短く（６０分以内）とするこ
とが重要になる。
【００４６】
　焼結工程の温度保持段階において、所定の焼結温度に保持した状態での加熱時間として
は、通常３０秒間～６０分間とされ、好ましくは２～３０分間とされる。
　この加熱時間が短すぎる場合には、粉末が充分に焼結せず、乾燥塗膜と基材との相互拡
散が不充分となる。他方、この加熱時間が長すぎる場合には、皮膜が過度に酸化し、特性
が損なわれ、皮膜の硬さ、耐食性、密着性などの品質が低下する。
【００４７】
　焼結工程（温度保持段階）完了後、基材表面には、焼結体からなる自溶合金被覆層が形
成される。
　ここに、自溶合金被覆層の膜厚としては、通常５０～１５００μｍとされ、好ましくは
３００～１０００μｍとされる。
　本発明の方法により形成された自溶合金被覆層は、強固で基材に対する密着性も良好で
あり、また、その気孔率も１０．０％以下程度と低く、緻密性も良好である。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない
。
＜実施例１＞
（１）有機バインダ成分の調製：
　平均重合度が約７００のＰＶＢ（和光純薬工業（株）製）からなる結着樹脂１．６質量
部と、ＤＢＰ（昭和化学工業（株）製）からなる可塑剤２．０質量部と、「エキネン　Ｆ
－３」（日本アルコール販売（株）製）からなる溶剤９６．４質量部とを混合して、粘度
（２５℃）が２７ｍＰａ・ｓの有機バインダ成分１００．０質量部を調製した。
【００４９】
（２）スラリー状組成物の調製：
　上記（１）で得られた有機バインダ成分１００．０質量部と、ＪＩＳ　Ｈ　８３０３　
ＳＦＮｉ４に相当する自溶合金粉末「ＦＰ－６２Ｈ」（福田金属箔粉工業（株）製）１６
７．０質量部とを混合することにより、自溶合金分を含むスラリー状組成物を調製した。
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このスラリー状組成物の組成は下記のとおりである。
【００５０】
　・自溶合金粉末　　　：６２．５０質量％
　・結着樹脂（ＰＶＢ）：　０．６０質量％
　・可塑剤（ＤＢＰ）　：　０．７５質量％
　・溶剤（エタノール）：３１．２３質量％
　・溶剤（ＩＰＡ）　　：　２．０２質量％
　・溶剤（ＭＥＫ）　　：　０．６１質量％
　・溶剤（水）　　　　：　２．２５質量％
　・８アセチル化ショ糖：　０．０４質量％
【００５１】
（３）塗布工程：
　一般構造用圧延鋼材ＳＳ４００からなる基板（２０ｍｍ×２０ｍｍ×６ｍｍ）の表面の
中央領域に温度センサを配置した。この温度センサにより、基板表面に形成される塗膜の
温度を測定することができる。
　この基板の表面に、上記（２）で得られたスラリー状組成物をエアブラシにより塗布し
て塗膜を形成した。
【００５２】
（４）乾燥工程：
　上記（３）により塗膜が形成された基板を、温度２０℃、相対湿度６０％の環境下に　
６時間放置することにより、塗膜中の溶剤を完全に除去した。
　このようにして形成された乾燥塗膜の厚さは１２００μｍ程度であった。
【００５３】
（５）焼結工程：
　（５－１）昇温段階：
　上記（４）により乾燥塗膜が形成された基板を１０１５℃に温度制御された大気雰囲気
加熱炉の内部に投入した。
　基板を投入してから３分後、温度センサにより測定される温度が５００℃に到達し、５
００℃に到達してから１０分後に、温度センサにより測定される温度が加熱炉内と同一の
温度となった。
【００５４】
　（５－２）温度保持段階：
　温度センサによって測定される温度が加熱炉内と同一の温度に到達した後、この温度（
所定の焼結温度）に保持されるよう温度制御しながら２０分間にわたり、乾燥塗膜を構成
する自溶合金粉末の焼結を行った。その後、１０分間かけて室温まで冷却することにより
、基板の表面に自溶合金被覆層を形成した。
【００５５】
＜実施例２～５および比較例１～２＞
　昇温段階において、高周波誘導加熱装置を用いて大気中で昇温させたことにより、乾燥
皮膜の昇温速度を変更し、温度保持段階において、高周波誘導加熱装置を用いて大気中で
１０１５℃（所定の焼結温度）に保持されるよう温度制御しながら２０分間にわたり自溶
合金粉末の焼結を行ったこと以外は実施例１と同様にして、基板の表面に自溶合金被覆層
を形成した。
【００５６】
　実施例１～５および比較例１～２において、乾燥皮膜の昇温を開始してから（実施例１
においては、乾燥塗膜が形成された基板を加熱炉の内部に投入してから）、温度センサに
より測定される温度が５００℃に到達するまでの時間（ｔ1 ）、温度センサにより測定さ
れる温度が５００℃に到達してから１０１５℃（所定の焼結温度）になるまでの時間（ｔ

2 ）を下記表１に示す。
【００５７】
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＜被覆層の評価＞
　実施例１～５および比較例１～２によって形成された自溶合金被覆層の各々について、
硬度の測定、気孔率の測定（緻密性の評価）および基板に対する密着性の評価を行った。
　測定方法および評価方法（評価基準）は下記のとおりである。結果を併せて下記表１に
示す。
【００５８】
（１）硬度の測定方法：
　　形成された被覆層を基板とともに切断し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４４（ビッカース硬さ試
験―試験方法）に準拠して、被覆層断面のビッカース硬さを測定した。
【００５９】
（２）気孔率の測定（緻密性の評価）方法：
　　被覆層の断面を光学顕微鏡により観察し、画像解析により気孔率を測定した。
　　ここで、緻密性が良好であるというためには、その気孔率は１０％以下であることが
必要である。
【００６０】
（３）密着性の評価方法：
　切断調査により、皮膜と基材の界面において、相互拡散が生じたことを示す金属組織の
変化、および合金層の有無を光学顕微鏡による観察によって判断した。
　評価基準は、拡散層および合金層が形成された界面である場合を「○」、拡散層の形成
は認められるが、合金層の形成が明瞭でない界面である場合を「△」、基板に対する結合
力が全く認められない場合を「×」とした。
【００６１】

【表１】
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